
 

 

【変更後】 

１ 地域福祉に係るまちの将来像（基本理念） 

少子高齢化や家族形態の多様化や新型コロナウイルス感染症の長引く影響などにより、地域を取

り巻く環境は大きな転換期にあります。 

加えて、地域活動の担い手不足や近所付き合いの希薄化が進み、これまで家庭や地域で解決して

きた様々な地域生活上の課題が顕在化してきています。 

また、複雑化・複合化する地域福祉の課題や制度の狭間などの問題の解決するためには、支援の

対象者を高齢者・障がい者・こども・性別などの属性でとらえるのでなく、市、社協、地域の活動主体

が連携し、包括的な支援体制を強化することが必要です。 

本市では、第１次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画より基本理念として「思い

やり あふれる笑顔 ひろがる輪」を掲げて、すべての人が互いを認め合い、思いやる気持ちを持ち、

支え合い、助け合うことで、誰ひとり孤立することなく、人と人・人と地域のきづなのある地域力を育み、

笑顔があふれる福祉のまちづくりに取り組んできました。 

本計画においても、現計画の基本理念及び取組みを継承しつつ、一人ひとりの人権の尊厳が確保

され、共に生きることのできる、安心・安全に暮らすことができる“地域共生社会”の実現をめざして計

画の展開を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更前】 

１ 地域福祉に係るまちの将来像（基本理念） 

福祉に関するニーズの多様化・複雑化が進むなか、高齢化の進行や新型コロナウイルス感染症の

長引く影響等を背景に、地域活動の担い手不足や近所付き合いの希薄化が深刻となっており、人口

減少社会において地域の活力を維持するためには、人と人、人と社会のつながりや支え合いが生ま

れやすい環境づくりがこれまで以上に重要となっています。 

本市では、第１次計画より、基本理念として「思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪」を掲げ、思いや

りの気づきや意識づくりをはじまりとして、地域の中で互いに支え、支えられ、あふれる笑顔で活動す

る人を育て、つなぎながら地域福祉活動の輪を広げていくことをめざしてきました。第３次計画からは、

さらに「～みんなで地域共生社会をめざそう～」を副題として、多様な人々が世代や分野を超えてつな

がることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく“地域共生社会”の実現を

めざし、様々な取組を推進しています。 

本計画においても、第３次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画で掲げたこの将

来像（基本理念）を継承し、地域共生社会の構築をめざすこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉に係るまちの将来像 

思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪 

 ～きづなを広げ共に生きる地域社会の実現をめざそう～ 

思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪 

～みんなで地域共生社会をめざそう～ 

資料３ 

 



 

 

【変更後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更前】 
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基本目標１

交流し支え合う

地域づくり

基本目標２

安心・安全な

暮らしづくり

基本目標４

地域福祉の

基盤づくり

１地域のきずなづくり

２話し合いの場づくり

３地域での支え合い

助け合いの促進

１多様性を認め合い健や

かで自分らしい暮らしづ

くりの支援

２安心・安全な地域

づくり

１包括的な支援体制の

強化

２権利擁護機能の強化

１地域福祉を担う

人づくり

２福祉サービスの有効な

利用の促進

３情報の整備と発信

４地域福祉の推進体制の

充実

①近所付き合いのすすめ

②地域活動・ボランティア活動への参加促進

③多様な人々の交流の促進

①住民が話し合う機会づくり（懇談会等）

②地域支え合い会議（協議体）等の推進

①「支え合い助け合う」活動の推進

②「見守り合う」活動の推進

①心身の健康づくりの支援

②すべてのこどもが自分らしく成長できる支援

③就労と暮らしの安定支援

④罪を犯した人の自立支援

①災害から守り合うまちづくり★

②防犯・交通安全の推進

③ユニバーサルデザイン等の推進

④外出しやすいまちづくり

①相談支援の充実

②生活課題の把握

③重層的支援体制の推進★

①権利擁護ネットワークづくり

②成年後見制度の利用促進★

①地域福祉に関する意識啓発★

②地域福祉を担う人材の確保・育成

③各種団体の支援

①サービス利用のための意思決定支援

②福祉サービスの充実

①情報の整備

②届く情報づくり

①財源の確保

②社会福祉協議会との連携強化

基本理念 基本目標 個別目標 施策

基本目標３

包括的な相談・

支援体制づくり

 ★今後 5年間で特に重点的に取組む施策 


